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資 料 

 

 

１ アンケート調査結果 

①年齢構成 

 

 

「あて名のご本人の年齢」は、全体では「40 歳～64 歳」が約 38％と多く、次いで「65

歳～74 歳」が約 25％となっています。また、65 歳以上の高齢者は、全体では約 40％と

なっています。 

障害別にみると、身体障害の方は「65 歳～74 歳」、知的障害の方は「18 歳～39 歳」、

精神障害及び難病の方は「40 歳～64 歳」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 歳以上の高齢者が約 40％ 

5.4%

17.3%

37.8%

25.2%

14.3%

2.6%

5.0%

30.2%

39.0%

23.2%

21.9%

41.0%

29.5%

4.0%

3.6%

0.8%

30.1%

63.2%

5.6%

0.4%

0.0%

17.0%

45.1%

25.5%

12.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

18歳未満

18～39歳

40～64歳

65～74歳

75歳以上

全体（回答者数=1,429）

身体障害（回答者数=759）

知的障害（回答者数=251）

精神障害（回答者数=266）

難病（回答者数=153）
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②現在暮らしている場所 

 

 

現在暮らしている場所は、全体では「自宅」が約 92％と最も多くなっています。 

障害別においても、「自宅」が最も多くなっていますが、知的障害の方では、「グループホ

ーム、福祉ホーム」が 14％あり、他の障害の方よりもグループホーム、福祉ホームで暮らし

ている方の割合が高くなっています。 

 

 

 

現在暮らしている場所は「自宅」が約 92％ 

92.1%

3.4%

0.4%

1.6%

1.3%

1.2%

93.5%

1.4%

0.6%

2.2%

0.6%

1.7%

79.2%

14.0%

0.0%

0.8%

5.6%

0.4%

96.4%

1.1%

0.4%

1.1%

0.0%

1.1%

98.7%

0.7%

0.0%

0.7%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

自宅（持ち家、賃貸、社宅など）

グループホーム、福祉ホーム

障害者向け住宅

その他

障害者（児）の入所の福祉施設

病院に入院中

全体（回答者数=1,462）

身体障害（回答者数=784）

知的障害（回答者数=250）

精神障害（回答者数=279）

難病（回答者数=149）
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③介護や支援をしている方 

 

 

介護や支援をしている人は、全体では「母親」が約 33％、「配偶者」が約 32％となって

います。 

障害別にみると、身体障害及び難病の方では「配偶者」が最も多く、知的障害及び精神障

害の方では「母親」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護・支援者は「母親」が約 33％、「配偶者」が約 32％ 

31.8%

21.2%

32.6%

1.0%

2.4%

13.3%

13.1%

2.0%

13.5%

9.0%

11.4%

5.8%

1.9%

3.4%

17.0%

3.9%

46.5%

7.2%

12.1%

0.2%

0.8%

8.6%

20.2%

1.4%

15.6%

4.4%

5.0%

5.2%

0.8%

0.9%

21.7%

2.6%

0.4%

61.6%

83.4%

4.4%

9.6%

27.9%

0.0%

2.6%

8.7%

20.5%

30.1%

2.6%

5.2%

5.7%

0.4%

4.4%

19.4%

28.1%

47.5%

0.4%

1.2%

15.3%

5.8%

3.3%

13.6%

13.2%

13.2%

10.3%

2.5%

8.7%

11.6%

8.3%

37.1%

6.0%

16.4%

0.0%

0.0%

6.9%

13.8%

1.7%

10.3%

3.4%

6.9%

6.0%

0.0%

1.7%

34.5%

1.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

配偶者（夫・妻）

父親

母親

祖父

祖母

兄弟姉妹（兄弟姉妹の配偶者を含む）

子ども・孫

（子ども・孫の配偶者を含む）

その他の親族

訪問看護師・ホームヘルパーなどの

在宅サービス提供者

相談支援事業所の相談支援専門員

通所施設や病院の職員・世話人

友人・知人

ボランティア・ＮＰＯ職員

公的機関の職員（保健所等）

介護や支援は必要ない

その他

全体（回答者数=1,241）

身体障害（回答者数=654）

知的障害（回答者数=229）

精神障害（回答者数=242）

難病（回答者数=116）
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④日中の過ごし方 

 

 

平日の日中の過ごし方は、全体では「家でくつろいでいる」が約 39％と最も多くなってい

ます。 

障害別にみると、知的障害の方は、「仕事が中心の施設に通っている」が約 32％と最も多

く、難病の方は、「家事をしている」が約 50％と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日中の過ごし方は「家でくつろいでいる」が約 39％ 

6.4%

7.7%

27.8%

8.1%

4.4%

4.4%

1.8%

5.9%

30.1%

17.8%

3.9%

31.3%

38.8%

9.0%

3.2%

0.4%

27.7%

9.8%

6.3%

1.9%

1.3%

7.8%

34.5%

20.9%

5.6%

35.1%

46.1%

8.3%

26.5%

32.2%

16.1%

1.3%

3.5%

16.1%

2.6%

3.5%

7.4%

2.6%

0.9%

4.3%

10.0%

2.6%

0.7%

10.2%

32.5%

5.8%

1.1%

3.6%

3.3%

3.6%

36.5%

19.0%

2.9%

33.2%

41.6%

17.5%

1.4%

1.4%

38.1%

14.3%

2.7%

0.7%

0.0%

4.8%

31.3%

23.8%

2.0%

50.3%

41.5%

6.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

幼稚園・保育園、児童発達支援事業所や学校に通っている

仕事が中心の施設に通っている

（就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援）

企業などで働いている

（常勤、非常勤、アルバイト、パートなど）

家で仕事をしている（在宅就労・自由業）

身体機能維持・回復の訓練や生活訓練が

中心の施設に通っている（自立訓練）

生活リズム・日常生活習慣の維持、創作活動や

作業などを行う通所施設に通っている（生活訓練）

地域活動支援センターに通っている

デイサービスに通っている

病院などに通っている

習い事や趣味の集まりなどへの参加、

ショッピングや散歩に出かける

地域の集まりやボランティアに参加している

家事をしている

家でくつろいでいる

外出したいが、ひとりで出かけられずに家にいる

全体（回答者数=1,398）

身体障害（回答者数=747）

知的障害（回答者数=230）

精神障害（回答者数=274）

難病（回答者数=147）
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⑤将来の暮らし方 

 

 

将来の暮らしについては、全体では「現在の自宅で暮らし続けたい」が約 59％と最も多く

なっています。 

障害別にみると、知的障害の方は「グループホーム、福祉ホームのようなところ（介護や

視点、見守りがある少人数の共同生活の場）で暮らしたい」、精神障害の方では「アパートや

マンションを借りて暮らしたい」が２番目に多くなっています。 

 

 

 

 

将来は「現在の自宅で暮らし続けたい」が約 59％ 

59.1%

8.2%

7.2%

3.8%

0.6%

4.0%

3.7%

13.4%

67.6%

6.3%

2.0%

3.7%

0.7%

5.0%

3.7%

11.0%

35.2%

4.0%

30.0%

9.2%

0.0%

0.8%

1.6%

19.2%

57.4%

14.4%

4.0%

0.7%

1.1%

4.7%

4.3%

13.4%

59.2%

12.5%

2.0%

1.3%

0.0%

3.3%

5.9%

15.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

現在の自宅で暮らし続けたい

アパートやマンションを借りて暮らしたい

グループホーム、福祉ホームのようなところ

（介護や支援、見守りがある少人数の共同生活の場）で暮らしたい

障害者や高齢者向けの入所施設に入りたい（入所を続けたい）

病院に入りたい（入院を続けたい）

公営の障害者住宅に入りたい

その他

わからない

全体（回答者数=1,435）

身体障害（回答者数=756）

知的障害（回答者数=250）

精神障害（回答者数=277）

難病（回答者数=152）
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⑥医療について、困っていること 

 

 

医療について困っていることは、全体では「特に困っていることはない」が約 50％と最も

多くなっています。 

障害別にみると、知的障害の方では「医師や看護師に病気（症状・状態・疑問点など）が

上手く伝えられない」が約 56％と最も多く、次いで「入院時のコミュニケーションが心配」

が約 47％となっています。 

 

 

 

 

「医療費の自己負担が大変」、「医師や看護師に病気（症状・状態・疑問点
など）が上手く伝えられない」が約 18％ 

6.4%

3.5%

13.8%

18.2%

12.0%

12.9%

8.9%

7.7%

7.2%

8.2%

18.2%

2.2%

9.2%

49.5%

6.6%

4.2%

6.9%

6.6%

4.5%

10.4%

4.1%

1.5%

2.3%

5.6%

15.5%

3.4%

6.8%

61.2%

5.3%

3.5%

46.9%

56.2%

43.4%

5.8%

28.3%

25.7%

21.2%

13.3%

14.6%

1.8%

9.3%

25.7%

7.8%

2.2%

10.0%

22.3%

9.3%

26.0%

5.9%

10.0%

9.7%

11.9%

23.4%

0.4%

15.6%

37.2%

4.6%

2.6%

3.9%

8.5%

5.2%

11.8%

7.8%

5.9%

5.2%

5.9%

26.8%

0.7%

9.2%

52.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

通院するとき付き添う人がいない

通院するための交通手段がない

入院時のコミュニケーションが心配

医師や看護師に病気（症状・状態・疑問点など）

が上手く伝えられない

医師や病院からの説明がわからない

急に具合が悪くなったときの対応方法がわからない

ちょっとした病気（風邪や腹痛など）のときに見てもらう病院がない

服薬管理（決められた時間に決められた量の薬を飲むこと）が難しい

薬の効果や副作用の説明がよくわからず不安

夜間休日などの救急対応の方法、連絡先がわからず不安

医療費の自己負担が大変

医療機関の設備（トイレやスロープなど）

や対応が障害者に配慮されていない

その他

特に困っていることはない

全体（回答者数=1,359）

身体障害（回答者数=711）

知的障害（回答者数=226）

精神障害（回答者数=269）

難病（回答者数=153）
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⑦働くために重要なこと 

 

 

働くために重要と思うことは、全体では「企業、上司、同僚の理解」が約 49％と最も多く

なっています。 

障害別にみると、身体障害の方では「障害特性に配慮した職場環境の整備（介助や援助、

バリアフリー等）」、知的障害の方では「就労に必要なコミュニケーション技術等の習得」、精

神障害の方では「給料が充実していること」、難病の方では「健康管理等の支援」が２番目に

多くなっています。 

 

 

 

働くために重要なことは「企業、上司、同僚の理解」が約 49％ 

19.6%

28.1%

34.0%

28.5%

24.0%

29.2%

23.4%

28.4%

14.4%

20.2%

18.0%

20.8%

49.2%

30.2%

24.2%

4.4%

10.5%

26.9%

19.1%

24.9%

29.8%

26.5%

23.8%

26.1%

16.2%

24.1%

9.0%

16.6%

11.9%

16.5%

42.4%

33.5%

25.9%

3.0%

13.2%

29.1%

24.0%

22.1%

22.1%

20.6%

5.9%

36.3%

40.7%

24.0%

19.6%

19.1%

32.8%

22.1%

49.0%

15.7%

24.0%

6.4%

6.4%

27.9%

19.9%

39.3%

52.8%

38.2%

31.5%

34.1%

31.1%

37.8%

25.5%

31.1%

25.1%

30.0%

61.4%

30.0%

16.9%

6.7%

8.2%

25.5%

15.8%

31.7%

36.7%

31.7%

37.4%

25.2%

19.4%

38.8%

12.2%

18.7%

13.7%

23.0%

59.7%

35.3%

29.5%

4.3%

7.2%

17.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

就職に向けた障害者（家族）の意識啓発

就職に向けた相談

給料が充実していること

就職先の紹介等の支援（休職中・退職後の転職を含む）

在宅就労等（自宅で働くなど）に向けた支援

就職に必要な知識・技術等の習得

就労に必要なコミュニケーション技術等の取得

健康管理等の支援

就労に向けた面接、実習などの支援

ハローワーク等の就労情報による就職活動への支援

就労初期段階での支援（就労移行支援）

就職後の相談・支援（就労定着支援・ジョブコーチ）

企業、上司、同僚の理解

障害特性に配慮した職場環境の整備（介助や援助、バリアフリー等）

通勤するための移動支援（安全な通勤手段の確保など）

その他

特にない

身体の状態や年齢により働くことが難しい

全体（回答者数=1,308）

身体障害（回答者数=698）

知的障害（回答者数=204）

精神障害（回答者数=267）

難病（回答者数=139）
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⑧情報入手方法 

 

 

障害や症状、サービスに関する情報の入手方法は、全体では「医療機関を通じて」が約

27.9％、次いで「障害者のしおり」が 26.7％となっています。 

障害別にみると、身体障害の方は「障害者のしおり」、知的障害の方は「家族や友人、知人

を通じて」、精神障害及び難病の方は「医療機関を通じて」が最も多くなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報入手方法は「医療機関を通じて」が 26.9％ 

「障害者のしおり」が 26.7％ 

24.3%

16.8%

26.7%

13.6%

7.3%

26.9%

21.0%

10.0%

8.5%

24.1%

12.9%

1.3%

14.1%

14.7%

6.4%

7.6%

29.6%

19.0%

33.4%

7.5%

5.3%

25.4%

20.5%

6.4%

8.2%

19.5%

11.9%

1.0%

11.3%

16.9%

4.2%

5.9%

18.5%

10.8%

26.7%

34.5%

21.6%

7.8%

23.7%

20.3%

13.8%

42.7%

19.4%

1.3%

9.1%

5.6%

9.1%

6.9%

17.2%

14.2%

17.2%

17.9%

3.6%

39.1%

19.0%

11.7%

5.8%

24.8%

11.3%

2.6%

23.4%

14.6%

12.0%

12.0%

19.9%

19.9%

11.0%

3.4%

1.4%

41.8%

23.3%

8.2%

6.8%

16.4%

10.3%

0.7%

18.5%

18.5%

2.1%

8.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

区報や区のリーフレット

区のホームページ

障害者のしおり

相談支援事業所を通じて

障害者団体や当事者団体を通じて

医療機関を通じて

障害福祉課、高齢福祉課、福祉総合課（福祉のコンシェルジュ）、

保健所、児童相談所を通じて

福祉施設や地域活動支援センターを通じて

福祉サービス事業者を通じて

家族や友人・知人を通じて

同じ病気や障害のある仲間を通じて

ボランティア・ＮＰＯ職員を通じて

区のホームページ以外のインターネット

（ＳＮＳ等を含む）を通じて

テレビやラジオ、新聞、雑誌などを通じて

その他

情報を入手する手段がない

全体（回答者数=1,385）

身体障害（回答者数=733）

知的障害（回答者数=232）

精神障害（回答者数=274）

難病（回答者数=146）
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⑨外出するときに困ったり不便に感じたりすること 

 

 

外出する時に困ったり不便に感じることについては、全体では「特に困ったことはない」が

28.9％、「障害があることや症状について理解されにくい」が 28.7％と多くなっています。 

障害別にみると、身体障害の方は「歩道、道路、出入口に段差がある」が約 39％、知的障

害の方は「自分の意思を伝えたり、コミュニケーションをとることが難しい」が 47％、精神

障害の方は「障害があることや症状について理解されにくい」が約 48％、難病の方は「特に

困ったことはない」が約 38％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特に困ったことはない」が 28.9％ 
「障害があることや症状について理解されにくい」が 28.7％ 

26.3%

23.9%

23.8%

11.7%

5.7%

1.2%

17.2%

6.7%

3.1%

14.9%

13.3%

8.4%

14.8%

28.7%

7.8%

28.9%

38.8%

34.6%

33.5%

16.9%

6.5%

1.6%

25.3%

6.3%

4.0%

17.0%

15.1%

6.8%

6.4%

23.0%

6.5%

27.5%

11.1%

11.5%

13.7%

8.1%

6.0%

1.3%

5.6%

6.0%

1.7%

17.1%

17.9%

22.2%

47.0%

29.1%

6.4%

21.8%

5.4%

4.2%

7.3%

2.7%

3.8%

0.0%

4.6%

8.4%

2.7%

5.7%

5.7%

4.6%

16.9%

47.9%

12.3%

34.5%

24.7%

24.7%

20.5%

7.5%

4.8%

0.7%

17.1%

6.8%

2.1%

17.1%

10.3%

1.4%

1.4%

21.9%

8.2%

37.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

歩道、道路、出入口に段差がある

階段の昇降が困難である

エレベーターがない

路上に障害物がある

標識・標示の案内がわかりにくい

点字ブロック・盲人用信号がない

手すりがない

付き添ってくれる人がいない

移動の手段がない

「誰でもトイレ」が少ない

電車・バス・タクシー等の乗降が困難である

乗車券の購入・料金の支払いが困難である

自分の意思を伝えたり、コミュニケーションを

とることが難しい

障害があることや症状について理解されにくい

その他

特に困ったことはない

全体（回答者数=1,375）

身体障害（回答者数=734）

知的障害（回答者数=234）

精神障害（回答者数=261）

難病（回答者数=146）
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⑩災害発生時や避難所での生活で、不安に思うこと 

 

 

災害発生時や避難所での生活で不安に思うことについては、全体では「自分にあった食事

や必要な薬の入手」が約 47％で最も多く、次いで「避難先の設備（トイレや浴室、ベッドな

ど）が使えるか」が約 45％となっています。 

障害別にみると、知的障害の方は「他の避難者が障害や症状について理解してくれるか」、

精神障害及び難病の方は「自分に合った食事や必要な薬の入手」が最も多くなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自分にあった食事や必要な薬の入手」が約 47％ 

29.2%

33.0%

11.1%

47.3%

11.0%

45.3%

21.3%

41.2%

30.5%

11.9%

27.3%

37.0%

12.3%

42.5%

15.8%

48.6%

20.1%

34.3%

26.0%

10.5%

31.5%

34.9%

15.7%

34.0%

4.3%

46.8%

27.7%

56.6%

44.3%

12.3%

32.7%

25.5%

6.5%

61.2%

6.5%

32.7%

21.7%

49.0%

35.0%

17.1%

28.8%

24.7%

6.2%

66.4%

6.8%

49.3%

15.8%

34.9%

21.9%

8.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

安否確認をしてくれるか

避難所までの移動

介助者・介護者がいない

自分に合った食事や必要な薬の入手

医療機器の充電や管理

避難先の設備（トイレや浴室、ベッドなど）が使えるか

災害発生の連絡や避難所での情報を伝えてくれる人がいるか

他の避難者が障害や症状について理解してくれるか

他の避難者に迷惑をかけてしまわないか

その他

全体（回答者数=1,341）

身体障害（回答者数=697）

知的障害（回答者数=235）

精神障害（回答者数=263）

難病（回答者数=146）



116 

⑪障害者が地域で自立して生活を送るために重要と思う取組 

 

 

地域で自立した生活のために重要だと思う取組については、全体では「相談支援や情報保

障の充実」が約 56％、次いで「障害や病気に対する理解や障害者差別解消法の周知・啓発」

が 41％となっています。 

障害別にみると、知的障害の方では、「グループホームなど地域での生活の場の整備」が約

58％と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（グラフは次ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「相談支援や情報保障の充実」が約 56％ 
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55.7%

33.4%

27.6%

31.2%

19.2%

30.8%

18.7%

30.6%

21.4%

20.7%

21.5%

24.6%

32.9%

12.9%

27.5%

36.7%

41.0%

28.7%

35.3%

6.3%

7.0%

52.9%

36.1%

22.5%

35.9%

16.7%

30.3%

16.5%

30.6%

12.3%

18.5%

18.1%

19.3%

26.5%

12.1%

31.0%

30.9%

32.6%

21.9%

43.9%

5.6%

9.5%

50.8%

18.3%

43.1%

22.0%

34.6%

37.4%

15.0%

31.7%

57.7%

33.7%

24.4%

37.8%

34.6%

19.5%

22.4%

43.5%

50.4%

35.8%

0.0%

3.3%

2.8%

64.7%

32.7%

25.7%

21.2%

12.6%

21.9%

26.8%

31.6%

14.9%

10.8%

25.7%

26.0%

47.2%

11.2%

18.6%

46.5%

54.6%

38.7%

36.4%

11.5%

5.9%

60.7%

46.9%

30.3%

41.4%

17.9%

38.6%

21.4%

26.9%

17.2%

27.6%

25.5%

25.5%

35.9%

9.0%

35.2%

36.6%

42.1%

32.4%

50.3%

4.8%

3.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

相談支援や情報保障の充実

機能訓練や生活訓練の充実

日中活動の場である通所施設の整備

ホームヘルプサービスや訪問看護、

重症心身障害者（児）在宅レスパイト、

入浴サービスなどの在宅生活に必要なサービスの充実

短期入所の充実

日常生活に必要な移動支援や同行援護の充実

住宅情報の提供

障害者向け住宅の充実

グループホームなど地域での生活の場の整備

入所施設の整備

障害の早期発見・早期療育体制の充実

障害特性にあった適切な保育、教育の充実

企業などでの就労に向けた支援や雇用環境の整備

ボランティア活動などの地域活動の促進

ユニバーサルデザインによる暮らしやすい

まちづくりや利用しやすい交通機関等の整備

障害への理解を促進する教育や交流の促進

障害や病気に対する理解や障害者差別解消法の周知・啓発

人権を守る仕組みの充実

緊急時や災害時の対策促進

その他

特にない

全体（回答者数=1,389） 身体障害（回答者数=729）

知的障害（回答者数=246） 精神障害（回答者数=269）

難病（回答者数=145）
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２ 目黒区障害者計画改定経過 

（１）地域福祉審議会における検討経過 

回 開催日 内    容 

令和元年度 
第１回 

令和元年 
7月19日 

・諮問 
・保健医療福祉計画、介護保険事業計画及び障害者計画の改定につ

いて 
・目黒区保健医療福祉計画の実績及び評価について（平成30年度末） 
・目黒区介護保険の利用状況（計画と実績）について 
・目黒区障害者計画の平成30年度実績、計画目標に対する評価報告

について 
・福祉の総合相談窓口（福祉のコンシェルジュ）開設について 

第２回 8月21日 

・計画改定専門委員会への付託事項について 

・第８期介護保険事業計画策定の基礎資料のための調査及び高齢者

の生活に関する調査の実施について 

・障害者計画改定に伴うアンケート調査の実施について 

第３回 12月4日 ・計画改定専門委員会の検討状況について 

第４回 2月21日 

・目黒区障害者計画改定に関する意見（目黒区障害者自立支援協議

会）について 

・東京都社会福祉審議会意見具申について 

・計画改定専門委員会の検討状況について 

・障害者計画改定に伴うアンケート調査結果（速報）について 

令和２年度 
第１回 

4月16日 
【開催中止】 

5月1日（資料送付）計画改定専門委員会の検討のまとめ報告 

第２回 5月18日 
【開催中止】 

6月5日（資料送付）高齢者・障害者アンケート調査報告 

第３回 7月7日 

・答申に向けた課題整理（新型コロナウイルス感染症関連） 
・目黒区保健医療福祉計画の令和元年度実績及び評価について 
・目黒区介護保険の令和元年度利用状況（計画と実績）について 
・目黒区障害者計画の令和元年度実績、計画目標に対する評価報告

について 

第４回 8月24日 
・「目黒区保健医療福祉計画、介護保険事業計画及び障害者計画改定

の基本的な方向について（答申）（案）」について 

第５回 11月30日 

【開催中止】 

12月4日（資料送付）  

・目黒区保健医療福祉計画、介護保険事業計画及び障害者計画改

定素案 

・パブリックコメント実施について 
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（２）計画改定専門委員会による検討経過 

回 開催日 内    容 

第１回 
令和元年 
10月4日 

・付託事項「各計画の基本理念」の検討 
・付託事項「地域共生社会の実現」の検討 

第２回 11月5日 

・付託事項「地域共生社会の実現」の検討 

・付託事項「生活困窮者への支援の充実」の検討 

・付託事項「ひきこもりの長期化・社会的孤立の防止」の検討 

第３回 
令和2年 

1月10日 

・付託事項「地域包括ケアシステムの深化・推進」の検討 

・付託事項「生涯現役社会の推進」の検討 

第４回 2月5日 ・付託事項「障害のある人への支援の充実」の検討 

第５回 3月24日 
・付託事項「各計画の基本理念」の検討 
・計画改定専門委員会における検討のまとめ（案）について 

 

（３）障害施策担当者会議 

回 開催日 内    容 

第１回 令和 2 年 10 月 2 日 ・地域福祉審議会答申について（書面開催） 

第２回 令和 2 年 11 月 12 日 ・目黒区障害者計画改定素案について（書面開催） 

第３回 令和 3 年 2 月 5 日 ・目黒区障害者計画改定案について（書面開催） 

 

（４）パブリックコメント及び区民説明会 

開催日 内    容 

令和 2 年 12 月 5 日から 

令和 3 年 1 月 12 日まで 

・目黒区障害者計画改定素案に対するパブリックコメン 
トの実施 

（第１回）令和 2 年 12 月 10 日 

（第 2 回）令和 2 年 12 月 13 日 
・区民説明会（オープンハウス型）開催 
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３ 目黒区地域福祉審議会委員名簿 
第 10 期：平成 30 年 7 月 18 日から令和 2 年 7 月 17 日まで 

第 11 期：令和 2 年 7 月 18 日から令和 4 年 7 月 17 日まで 

 氏  名 所  属  等 

会長 〇石渡 和実 東洋英和女学院大学教授 

副会長 〇北本 佳子 昭和女子大学教授 

委 員 〇平岡 公一 お茶の水女子大学教授 

委 員 〇中島  修 文京学院大学教授 

委 員  鴨志田 リエ 目黒区議会生活福祉委員会委員長（R2.5.26～） 

委 員 松嶋 祐一郎 目黒区議会生活福祉委員会副委員長（R2.5.26～） 

委 員 鈴木 まさし 目黒区議会生活福祉委員会委員長（R1.5.29～R2.5.25） 

委 員 西崎 つばさ 目黒区議会生活福祉委員会副委員長（R1.5.29～R2.5.25） 

委 員 今井 れい子 目黒区議会生活福祉委員会委員長（H30.7.18～H31.4.30） 

委 員 石川 恭子 目黒区議会生活福祉委員会副委員長（H30.7.18～H31.4.30） 

委 員 〇北村 衛也 社会福祉法人愛隣会総務部長 

委 員 〇山田  脩 目黒区障害者団体懇話会会長 

委 員 〇徳永 泰行 目黒区介護事業者連絡会会長 

委 員 〇中﨑 正 社会福祉法人目黒区社会福祉協議会事務局長 

委 員 岩井 芳弘 一般社団法人目黒区医師会副会長 

委 員 吉田 敏英 公益社団法人東京都目黒区歯科医師会会長（R1.7.16～） 

委 員 寺田 友英 一般社団法人目黒区薬剤師会代表理事 

委 員 小枝 義典 公益社団法人東京都目黒区歯科医師会会長（H30.7.18～R1.7.15） 

委 員 小柳 好男 目黒区住区住民会議連絡協議会地区委員（R2.7.18～） 

委 員 松﨑 ひろ子 目黒区民生児童委員協議会会長 

委 員 高橋 祐一 目黒区老人クラブ連合会会長 

委 員 内川 とみ惠 目黒区社会福祉協議会在宅サービスセンター協力会員 

委 員 王  美玲 目黒区ミニデイサービス･ふれあいサロン連絡会副代表（R2.7.18～） 

委 員 岩崎 貞二 めぐろボランティア・区民活動センター登録団体ＮＰＯ法人アクアリズム代表 

委 員 伊勢 光雄 目黒区住区住民会議連絡協議会委員（H30.7.18～R2.7.17） 

委 員 岡本 幸子 目黒区ミニデイサービス･ふれあいサロン連絡会副代表（H30.7.18～R2.7.17） 

委 員 小川 安子 公募区民 

委 員 荻田 恵理 公募区民 

委 員 金子 嘉延 公募区民 

委 員 須藤 三世士 公募区民 

委 員  鳥海 武   公募区民  

「〇」印は計画改定専門委員会委員（石渡 和実委員長 北本 佳子副委員長） 

▼専門委員（任期：令和 2 年 2 月 5 日から計画改定にかかる審議終了まで） 

氏  名 所  属  等 

 岩崎 香  早稲田大学教授 
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４ 障害者施策の推移 

(年表中に「＊」をつけた事象について、この年表のあとで解説しています。) 

年 月 目黒区の施策 
国際的な動きと国の政策・ 

東京都の施策 

昭和 55 年 

（1980） 
３月 

地域防災計画策定（以後、毎年一

部改正） 
国際障害分類（ＩＣＩＤＨ） 

昭和 56 年 

(1981) 
  

国際障害者年 

国際障害者年東京都行動計画策定

(昭和 56～平成２年度) 

昭和 58 年 

(1983) 
  国連障害者の 10 年 開始年 

昭和 59 年 

(1984) 
11 月 

障害者のための福祉環境実現に向

けて―障害者施策の体系と課題別

事業計画―策定（昭和 58～67 年） 

 

昭和 62 年 

(1987) 

５月  

障害者の雇用の促進等に関する法

律の改正(昭和 63 年４月施行) 

＊１ 

９月  精神保健法への改正 ＊２ 

平成元年 

(1989) 

３月 
目黒区国際障害者年後期行動計画

策定（昭和 63～平成４年度） 
 

４月 
目黒区立施設福祉環境整備要綱施

行 
 

10 月 
目黒区福祉のまちづくり整備要綱

施行 
 

12 月  
「高齢者保健福祉 10ヵ年戦略（ゴ

ールドプラン）」策定 

平成２年 

(1990) 
６月  

福祉関係８法の改正（平成３年１

月施行） ＊３ 

平成３年 

(1991) 
１月  東京都地域福祉推進計画 

平成４年 

(1992) 
３月  

国連障害者の 10 年 最終年 

「ノーマライゼーション推進東京

プラン-東京都障害者福祉行動計

画｣策定(平成３～14 年) 

平成５年 

(1993) 

  
アジア太平洋障害者の 10年 開始

年 

３月  

障害者の雇用の促進等に関する法

律の改正 ＊４  

「障害者対策に関する長期計画」

策定（平成５～14 年度）＊５ 
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年 月 目黒区の施策 
国際的な動きと国の政策・ 

東京都の施策 

平成５年 

(1993) 

６月  精神保健法の改正 ＊６ 

12 月  障害者基本法の改正 ＊７ 

平成６年 

(1994) 

１月 
目黒区第二次障害者行動計画 

策定（平成５～15 年度） 
 

６月  

高齢者身体障害者等が円滑に利用

できる特定建築物の促進に関する

法律（ハートビル法）の制定 ＊８ 

平成７年 

(1995) 

３月  東京都福祉のまちづくり条例公布 

５月  
市町村の障害者計画策定に関する

指針について（通知） 

７月  
精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律の改正 ＊９ 

12 月  
「障害者プラン」策定（平成８～

14 年度） ＊10 

平成８年 

(1996) 
９月  

東京都福祉のまちづくり条例全面

施行 

平成９年 

(1997) 

４月  

障害者の雇用の促進等に関する法

律の改正 ＊11 

東京都地域福祉推進計画 

12 月  

今後の障害保健福祉施策の在り方

について（中間報告）  

介護保険法成立 

平成 10 年 

(1998) 

３月  

特定非営利活動促進法成立  

成年後見制度の改正に関する要綱

試案公表 ＊12 

４月  

ノーマライゼーション推進東京プ

ラン -東京都障害者福祉行動計画

改定(平成９～17 年度) 

６月  
社会福祉基礎構造改革について

（中間報告） 

平成 11 年 

(1999) 

８月  
｢障害者に係る欠格条項の見直し

について｣ 

10 月  地域福祉権利擁護事業開始 

12 月  成年後見制度改正 
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年 月 目黒区の施策 
国際的な動きと国の政策・ 

東京都の施策 

平成 12 年 

(2000) 

２月 

目黒区第二次障害者行動計画改 

定(平成 12～15 年度)  

目黒区地域福祉計画改定(平成１2

～16 年度)  

目黒区介護保険事業計画策定 (平

成１2～16 年度) 

 

４月  

介護保険制度施行  

地方分権の推進を図るための関係

法律の整備等に関する法律（地方

分権一括法）施行 ＊13 

５月  

高齢者身体障害者等の公共交通機

関を利用した移動の円滑化の促進

に関する法律（交通バリアフリー

法）の制定＊14 

６月  

社会福祉の増進のための社会福祉

事業法等の一部を改正する等の法

律 ＊15 

10 月 

目黒区基本構想策定  

目黒区基本計画改定(平成 13～

22 年度) 

 

平成 13 年 

(2001) 

３月 
目黒区実施計画改定(平成13～17年

度) 
国際障害分類改訂版(ＩＣＦ) ＊16 

５月 
目黒区住宅マスタープラン改定 

(平成 13～22 年度) 
 

平成 14 年 

(2002) 
５月  

アジア太平洋障害者の 10 年

(2003～2012 年)を決議 

平成 15 年 

(2003) 

２月 
目黒区第三次障害者行動計画策 

定(平成 15～24 年度) 
 

４月  

支援費制度開始  

東京都福祉サービス第三者評価制

度の開始 

平成 16 年 

(2004) 
３月 

目黒区実施計画改定(平成16～20年

度) 
 

平成 18 年 

(2006) 

４月  障害者自立支援法の一部施行 

10 月  障害者自立支援法の完全施行 

平成 19 年 

(2007) 
３月 

目黒区実施計画改定(平成19～23年度)  

目黒区障害福祉計画（第１期）策定 
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年 月 目黒区の施策 
国際的な動きと国の政策・ 

東京都の施策 

平成 21 年 

(2009) 

２月 
目黒区障害者計画策定(平成 21～

23 年度) 
 

３月  
第２期東京都障害福祉計画（平成

21～23 年度）策定 

10 月 目黒区基本計画改定(平成22～31年度)  

12 月  
障がい者制度改革推進本部を内閣

に設置 

平成 22 年 

(2010) 

３月 目黒区実施計画改定（平成22～26年度）  

12 月  

「障がい者制度改革推進本部等に

おける検討を踏まえて障害保健福

祉施策を見直すまでの間において

障害者等の地域生活を支援するた

めの関係法律の整備に関する法

律」の制定 ＊17 

平成 23 年 

(2011) 

６月  障害者虐待防止法の成立 

８月  障害者基本法の改正 

平成 24 年 

(2012) 

３月 目黒区実施計画改定(平成22～26年度)  

４月  
東京都障害者計画・第３期障害福

祉計画（平成 24～26 年度）策定 

６月  

国等による障害者就労施設等から

の物品等の調達の推進等に関する

法律の成立  

地域社会における共生の実現に向

けて新たな障害保健福祉施策を講

ずるための関係法律の整備に関す

る法律の成立 ＊18 

10 月  
「アジア太平洋障害者の権利を実

現する仁 川
インチョン

戦略」採択＊19 

平成 25 年 

(2013) 

３月 
目黒区実施計画改定(平成25～29年

度) 
 

６月  

障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律の成立  

精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律の一部改正 

９月  障害者基本計画 

平成 26 年 

(2014) 

１月  
障害者の権利に関する条約の批准

＊20 

６月  

難病の患者に対する医療等に関す

る法律の制定（平成 27 年１月施

行）＊21 
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年 月 目黒区の施策 
国際的な動きと国の政策・ 

東京都の施策 

平成 27 年 

(2015) 
３月 

目黒区障害者計画改定(平成 27～

29 年度)  

目黒区実施計画改定(平成27～31年

度)  

目黒区子ども総合計画策定(平成 

27～31 年度) 

 

平成 28 年 

(2016) 

４月 

目黒区における障害を理由とす 

る差別の解消の促進に関する対 

応要領の策定 

障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律の施行 ＊22 

障害者の雇用の促進等に関する法律

の一部を改正する法律の順次施行  

社会福祉法等の一部を改正する法

律の順次施行 ＊23 

６月  

障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（障

害者総合支援法）及び児童福祉法

の一部を改正する法律の成立及び

順次施行 ＊24 

８月  

発達障害者支援法の一部を改正す

る法律 ＊25 

 

平成 29 年 

(2017) 
６月  

地域包括ケアシステムの強化のた

めの介護保険法等の一部を改正す

る法律の施行 ＊26 

平成 30 年 

(2018) 

３月 

目黒区障害者計画改定(平成 30～

32 年度)  

目黒区実施計画改定(平成 30～

34 年度) 

 

６月  

生活困窮者等の自立を促進するた

めの生活困窮者自立支援法等の一

部を改正する法律の成立 ＊27 

10 月  
東京都障害者への理解促進及び差

別解消の推進に関する条例施行 

令和元年 

（2019） 
６月  

障害者の雇用の促進等に関する法

律の一部を改正する法律の公布 

＊28 

令和２年 

（2020） 

３月 
目黒区子ども総合計画改定（令和

２年度～令和６年度） 
 

６月 
 

 

地域共生社会*の実現のための社

会福祉法等の一部を改正する法律

の公布 ＊29 

令和３年 

（2021） 
３月 

目黒区障害者計画改定（令和３年

度～令和５年度） 
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＊１ 障害のある人の雇用促進を図るため、従来の「身体障害者雇用促進法」を「障害者の雇

用の促進等に関する法律」に改め、実雇用率の対象に知的障害のある人を加えるなど障害

のある人の範囲を拡大  

＊２ 精神障害者の人権の擁護、社会復帰の促進を図るため、従来の「精神衛生法」を改正   

＊３ 身体障害者福祉法、老人福祉法等福祉関係８法について、住民に最も身近な市町村で住

宅サービスと施設サービスをきめ細かく、一元的かつ計画的に提供できる体制作りを進め

るなどの改正  

＊４ 障害者雇用対策基本方針の策定、重度の知的障害のある人の雇用率制度におけるダブ  

ルカウント適用等の改正  

＊５ 「ノーマライゼーション」等の理念の基「完全雇用と平等」の目標の実現に向け、平成  

５年度からおよそ 10 年間にわたる施策の基本的方向と具体的方策を示す計画を策定  

＊６ 精神障害者の定義、社会復帰のための事業の規定、資格制度の緩和等の改正   

＊７ 障害の範囲の明確化、障害者の日の設定、計画の策定義務、雇用促進公共施設の利用等

の規定整備と事業者の責務規定、協議会の名称変更等の改正、法律名も改称  

＊８ 不特定かつ多数の者が利用する建築物の廊下、階段等の施設を高齢者や障害者が円滑  

に利用できるようにするための措置として建築主の努力義務や判断基準の策定等、建築  

主に対する指導誘導を総合的に講ずるために同法を制定  

＊９ 精神障害のある人の自立と社会参加の促進を図るために必要な援助を行うという福祉

施策の理念の規定、精神障害者保健福祉手帳の創設など、精神障害のある人の福祉政策に

ついての今後の施策推進の枠組みを確立するため、精神保健法を改正   

＊10 「障害者対策に関する新長期計画」の重点課題実施計画として、数値目標を盛り込む

など具体的施策目標を示すプランを策定  

＊11 雇用率制度の拡充（知的障害のある人を含む法定雇用率［障害者雇用率］の設定）等   

＊12 成年後見制度は判断能力の不十分な成年者（認知症高齢者・知的障害や精神障害のあ

る人等）を保護するための制度であり、現行民法上は禁治産・準禁治産制度及びこれを前

提とする後見・補佐制度が設けられている。この制度を、自らの意思で福祉サービスを利

用しやすくするために検討  

＊13 従来の地方自治体の事務は、国からの強い指揮監督を受ける機関委任事務が４～８割

を占めていたが、これが廃止され、地方公共団体が自らの責任と判断で行う自治事務と、

国の利害に関係のある事務を法に基づき引き受ける法定受託事務に再編された。   

＊14 高齢者・身体障害者等が安全かつ便利に公共交通機関を利用できるようにするために、

旅客施設や車輛、周辺道路、駅前広場等のバリアフリー化を促進することについて定めた

法律  

＊15 社会福祉基礎構造改革に伴う法改正で、①利用者の立場に立った社会福祉制度の構築、

②サービスの質の向上、③社会福祉事業の充実・活性化、④地域福祉の推進等の施策を講

じ、社会福祉の活性化を図ることを目的とする。  
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＊16 1980 年に世界保健機関（ＷＨＯ）は障害を３つのレベルに分け、機能障害、能力障

害、社会的不利としたが、それでは不十分だとして改正案が示された。改正案では、健康

状態、身体機能・構造、活動、参加等の生活機能の理解に背景因子(環境、個人)を取り入

れ、整理されている。  

＊17 利用者負担について応能負担を原則とすること、相談支援の充実、障害児支援の強化

が盛り込まれた。これにより、障害者自立支援法、児童福祉法等関係法律の整備を行った。  

＊18 「障害者自立支援法」の名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（障害者総合支援法）」とすること、障害者の範囲に難病等を追加、障害程度

区分から障害支援区分への変更、ケアホーム・グループホームの一元化、地域生活支援事

業の追加などが改正された。  

＊19 平成 14 年 10 月に滋賀県大津市で開催された「アジア太平洋障害者の十年 

（1993-2002）」最終年ハイレベル政府間会合において採択された「アジア太平洋障害

者の十年（2003-2012）」の行動計画 

＊20 障害者の基本的人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促

進するため、障害者の権利を実現するための措置等を規定した条約。平成  18 年の国連

総会において採択された。  

＊21 難病に係る医療、難病に関する施策の総合的な推進のための基本的方針の策定、公平

かつ安定的な医療費助成制度の確立（医療費助成の対象疾患の拡大）などが規定された。  

＊22 平成 28 年 4 月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行により、

障害を理由とした不当な差別的取扱いについては、行政機関等及び事業者ともに禁止、ま

た、合理的配慮の提供については、行政機関等は義務、事業者は努力義務と規定された。  

＊23 社会福祉法等の一部改正により、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、

社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改

革を進めるとともに、介護人材の確保を推進するための措置、社会福祉施設職員退職手当

共済制度の見直しを行うこととなった。  

＊24 障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正により、障害児支援のニーズの多様化

へのきめ細やかな対応を促進するため、区市町村による障害児福祉計画の策定が義務付け

られた。  

＊25 発達障害者支援法の一部を改正する法律により、障害者基本法に則った基本理念の新

設、発達障害の定義の改正、発達障害への理解促進、発達障害者の生活全般における支援

の促進、発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携確保及び関係機関の協力体制の

整備を図ることが規定された。  

＊26 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律は、高齢者

の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現、制度の持続可能性を確保す

ることに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにすること

を趣旨とする。同改正により、社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法

等の関連法が改正され、地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進することとなった。 
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＊27 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法

律は、生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、生活困窮者に対する包括的な支援体

制の強化、生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援、児童扶養手当の支払回数の見直

し等の措置を講ずるほか、医療扶助における後発医薬品の原則化等の措置を講ずることを

趣旨とする。 

＊28 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律は、障害者の雇用を一層促

進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及

び継続雇用の支援、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握

等に関する措置を講ずることを趣旨とする。 

＊29 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律は、地域共生社会の

実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サー

ビス提供体制を整備する観点から、市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性

に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護のデータ基盤の

整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人制度の創

設等の所要の措置を講ずることを趣旨とする。 
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５ 用語解説（50 音順） 
この解説は、本計画に記載されている用語についてのものです。本文中には「＊」で表示

してあります。  

あ行 

◇アウトリーチ 

 生活上の課題を抱えているが相談機関等へ出向くことができない個人や世帯に対して、訪

問支援、当事者が行きやすい場所での相談、地域におけるニーズ発見の場や関係づくりなど

により、支援につながるよう積極的に働きかけることです。  

◇アクセシビリティ  

直訳は接近できること、入手可能なことなどの意味です。障害の有無や年齢などの条件に

関係なく、だれもが様々な建物・施設やサービス、情報などを支障なく利用できることです。  

◇医療的ケア  

家族や看護師が日常的に行っている経管栄養注入やたんの吸引などの医療行為のことです。 

◇インクルーシブ教育  

障害者権利条約第 24 条において、「インクルーシブ教育システム」とは、人間の多様性の

尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な

社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害の有無にかかわらず共に学ぶ

仕組みとされています。 

◇ＡＬＳ（Amyotrophic Lateral Sclerosis）  

筋萎縮性側索硬化症。脳や末梢神経からの命令を筋肉に伝える運動ニューロン（運動神経

細胞）が侵される病気で、難病の一つに指定されています。  

◇ＡＤＬ（Activities of Daily Living）  

一般に日常生活動作と訳されます。日々の生活をするために必要な基本的動作のことで、

具体的には、身辺の動作(食事、着替え、排せつ、入浴等)、移動動作、コミュニケーションな

どがあります。  

◇ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals） 

 ２０１５年（平成２７年）に国連サミットで採択された「持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals）」のこと。１７のゴールと１６９のターゲットから構成され、地球  

上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。 
 

か行 

◇基幹相談支援センター  

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関で、総合的あるいは専門的な相談、情報

提供、助言等を行います。あわせて、地域の相談支援事業者間の連絡調整や、関係機関の連

携の支援を行います。  
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◇ＱＯＬ（Quality of Life) 

 ｢生命の質｣、｢生活の質｣、｢人生の質｣などと訳されます。生活者自身の意識や価値観 (満

足感、幸福感、安定感)と、生活の場である環境との調和のある状態を保ち、質的に高めて、

充足した生活を実現し、さらに向上させようとすることです。  

 

◇共生型サービス  
障害者が 65 歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくなる

よう、介護保険と障害福祉制度に新たに位置付けられたサービスです。   

◇共生社会  

障害の有無にかかわらず、誰もが分け隔てられることがなく、基本的人権を享有するかけ

がえのない個人として尊重されるものであるとの理念に基づき、相互に人格と個性を尊重し

合う社会のことです。  

◇苦情調整委員制度  

保健福祉サービスに関する苦情・不満に対して、中立な立場で公平、適切、迅速に対応す

る制度です。苦情調整委員は、必要に応じ調査を行った上で、区やサービス提供事業者に対

し是正を求め勧告したり意見を表明したりします。  

◇グループホーム（Group Home)  

専任の世話人が常駐し、食事提供や相談その他の生活面での援助を受けながら、数人の障

害のある人が共同生活する居住形態です。 

◇ケアマネジメント(Care Management)  

生活困難な状態になり援助を必要とする人が、地域でそれぞれの自立した生活を実現でき

るよう、適切な保健・医療・福祉サービスなどを効果的に利用できるように調整することを

目的とした援助方法です。  

◇権利擁護(アドボカシー：Advocacy)  

障害や高齢などのため自分で判断することが不十分な人に代わって、援助者が代理として、

財産管理や契約行為などの権利行使や必要なサービスが利用できるよう支援し、実現するこ

とです。 

◇高次脳機能障害  

事故による頭部外傷や脳血管障害など、脳の損傷等による後遺症等として生じる言語・思

考・記憶・行動等の認知機能の障害のことです。 

◇合理的配慮  

障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない

範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な配慮を行うことを言います。どのような配慮が

合理的配慮に当たるかは個別のケースで異なります。 
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さ行 

◇サービス等利用計画  

障害福祉サービスを利用する際に、指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画を作成

し、一定期間ごとにモニタリングを行います。事業者は利用者の心身の状況、環境、意向等

を勘案して、サービスの内容について計画を立てるほか、適切なサービスが確保されるよう、

関係機関との連携を行います。  

◇災害時要配慮者  

災害時に自力では避難が困難な障害者や高齢者などを言います。さらに、避難生活に特別

な支援が必要な妊産婦、乳幼児、外国人なども要配慮者として考えられます。   

◇児童発達支援センター  

地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知

識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う施設です。福祉サービスを行う

「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。  

◇社会的障壁  

障害のある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるようなものを指します。

例えば、社会における事物（通行、利用しにくい施設・設備など）、制度（利用しにくい制度

など）、慣行（障害のある人の存在を意識していない習慣や文化など）、観念（障害のある人

への偏見など）などがあげられます。  

◇重症心身障害児・重症心身障害者  

重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態を重症心身障害と言います。その状

態の子どもを重症心身障害児、成人した重症心身障害児を含めて重症心身障害児（者）と定

義されます。 

◇就労定着支援事業  

一般企業に就職した障害者に対して、企業・自宅等への訪問や障害者の来所により、生活

リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等

の支援を行うサービスです。  

◇障害者差別解消法  

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律。平成 25 年６月に制定（平成 28 年

４月施行）され、主に、①障害を理由に不当な差別的取扱いや権利侵害をしてはいけない、

② 社会的障壁をとりのぞくための合理的な配慮を提供すること、③国は差別や権利侵害を防

止するための啓発や知識を広めるための取組を行わなければならないことなどを定めていま

す。  
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◇障害者自立支援協議会  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 89 条の３に基づき、障

害者への支援の体制の整備を図るため設置している機関です。関係機関、関係団体、障害者

及びその家族、福祉、医療、教育、雇用に関連する職務の従事者、その他関係者により構成

されます。関係機関等が相互の連絡を図ることにより、区における障害者への支援体制に関

する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、区の実情に応

じた支援体制の整備について協議を行っています。  

◇障害者総合支援法  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律です。平成 24 年６月に制

定され、従来の障害者自立支援法を一部改正した法律です。障害者及び障害児が基本的人権

を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営むことができるよう、必

要な障害福祉サービス等を総合的に行うこと、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と

個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としていま

す。  

◇ショートステイ（短期入所）  

自宅で障害のある人の介護に当たっている家族の疾病等により、一時的に家庭生活を送る

ことが困難な場合、又は施設において自立訓練を必要とするときなどに、入所施設等で短期

間、障害のある人が生活する制度です。  

◇生活困窮者  

収入がなく生活に困っている人です。生活困窮者自立支援法では、「就労の状況、心身の状

況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持

することができなくなるおそれのある者」と定義しています。  

◇精神障害にも対応した地域包括ケアシステム 

 精神障害者が地域の一員として、安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医

療、障害福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育が包括的に確保され

たシステムのことです。 

◇成年後見制度  

認知症、知的障害や精神障害などにより判断能力が不十分な人について、自己決定を尊重

しながら本人の権利や財産を保護するための制度です。成年後見制度には、「法定後見制度」

（既に判断能力が不十分な方が対象）と「任意後見制度」（将来、判断能力が低下したときに

備える仕組み）があり、法定後見人は、親族等が家庭裁判所に申立てを行い、本人の法的な

代理人として選任されます。 

◇ソーシャル・インクルージョン(Social Inclusion)  

障害や困難を有する人々や制度の谷間にあって社会サービスの行き届かない人々を排除し

孤立させるのではなく、地域社会への参加と参画を支援し、社会の構成員として包み込むこ

とです。社会的包摂。 
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た行 

◇地域共生社会 

 制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域

の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』

つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと

です。 

◇地域生活支援拠点  

障害者の高齢化・重度化や「親なき後」を見据え、相談、一人暮らしやグループホームの

体験、緊急時の受入れや対応、専門の人材の確保や養成、地域の体制づくり等の機能を備え

た拠点となる施設です。  

◇地域包括ケアシステム（地域包括ケア）  

ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確

保するために、医療や介護、予防のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービ

スが日常生活の場（日常生活圏域）で適切に提供できるような地域での体制のことです。  

◇地域包括支援センター  

全ての区民を対象とした保健福祉の総合相談を実施する「支援を必要とする全ての人を支

える地域包括ケアシステムの地域拠点」と位置づけられた機関のことです。保健師・看護師、

社会福祉士及び主任介護支援専門員などの専門職が配置され、介護保険法で定められた業務

（総合相談窓口、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント）のほか、保健福祉の総合相

談、高齢者の保健福祉サービスや介護保険認定申請の受付業務を実施しています。  

◇特別支援学級  

学校教育法第 81 条により、次のように定められています。 

「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれか

に該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に

対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難さを克服す

るための教育を行うものとする。  

２ 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童

及び生徒のために、特別支援学級をおくことができる。  

①知的障害者 ②肢体不自由者 ③身体虚弱者 ④弱視者 ⑤難聴者 ⑥その他障害のある者

で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの（第３項略）」  

また、小学校の学習指導要領では、「特別支援学級は、障害があるために通常の学級におけ

る指導では十分に指導の効果をあげることが困難な児童のために編成された少人数の学級で

あり、児童の障害の状態等に応じて適切な指導を行うもの」としています。   

◇特別支援教室  

通常の学級に在籍する知的に遅れのない発達障害等の児童・生徒を対象として、在籍して

いる学校で必要な時間に別の教室で、専門の教員から指導や支援を受ける教育形態です。 
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な行 

◇ノーマライゼーション(Normalization)  

すべての人が同じ社会の一員として他の人々と変わらない日常生活を営むことがノーマル

な人間生活であり、さらに障害のある人も地域を基盤として人々とともに生きていくことが

できる社会がノーマルな社会です。この両面をともに実現する社会を目指していくことです。 

 

は行 

◇発達障害  

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その

他これに類する障害であって、その症状が通常低年齢において現れるもののうち、言語の障害、

協調運動の障害、心理的発達の障害、行動及び情緒の障害とされます。 

◇バリアフリー(Barrier free)  

バリアとは「障壁」のことで、福祉のまちづくりを進めるために様々な障壁をなくしてい

くことを言います。建築物や交通機関等のハード面のバリアとともに、生活にかかわる情報

面や制度面のバリア、そして差別や偏見といった心のバリアを取り除いていくことも、バリ

アフリーの重要な側面です。 

◇ピアカウンセリング(Peer Counseling)  

悩みや障害などの問題を抱えた人同士が集まり、同じ仲間として支えあい、安定した自立

生活における精神的サポートや情報交換などを行うものです。障害のある人の場合だけでな

く、障害のある児童の親、がん患者、高齢者などさまざまな分野に広がっています。   

◇避難行動要支援者 

 災害等が発生、または、発生する恐れがある場合に、自力で避難することが困難なため、

円滑・迅速な避難の確保などの支援を要する人のことです。  

◇福祉教育 

 憲法に規定された基本的人権に基づき社会福祉問題を素材として学習することです。また、

その学習を通して社会福祉制度、活動への関心と理解を進め、誰も疎外することなく共に生

きていく力、社会福祉問題を解決する実践力を身に付けることを目的に行われる意図的な活

動のことです。 

◇ペアレントトレーニング  

保護者が子どもとのより良い関わり方を学びながら、家族の日常生活の困り事を軽減する

ためのプログラムです。独自に発展してきたものが多くあります。  

◇ペアレントメンター  

自らも発達障害のある子の子育てを経験し、かつ相談支援に関する一定のトレーニングを

受けた親のことです。相談者の話を聞き、気持ちに寄り添い共感することで、相談者の考え

を整理することの手助けをします。 
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◇保育所等訪問支援  

障害児の通う保育所等に訪問し、障害のある児童の状況や環境に応じて集団生活への適応

のための専門的な支援や助言を行うサービスです。  

◇放課後等デイサービス  

学校（幼稚園を除く）に就学している１８歳までの障害のある児童が、放課後や夏休み等

の長期休暇中において生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教

育と相まって障害のある児童の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行うも

のです。 

 

ま行 

◇見守りネットワーク（見守りめぐねっと）  

見守る人・見守られる人を特定しない形で、地域住民が日常の生活や仕事の中で、何らか

の支援を必要とする区民の「ちょっと気がかりなこと」に気づいたときに地域包括支援セン

ターへ連絡してもらい、支援を必要とする区民を緩やかに見守っていく仕組みのことです。  

◇民生委員・児童委員  

地域で生活上の問題、家族問題、高齢者福祉・児童福祉など、あらゆる分野の相談に応じ

助言・調査などを行います。保護や援助が必要な人がいる場合は、関係行政機関に連絡する

など区民に最も身近な存在として活動しています。  

 

や行 

◇ユニバーサル･デザイン(Universal Design)  

障害のある人や高齢者等に使いやすい配慮をするという「バリアフリー」の概念を超えて、  

障害のある人や高齢者も含め、だれもが利用しやすい製品や環境をデザイン（考案）するこ

とです。  

 

ら行 

◇ライフステージ(Life Stage)  

乳児期・幼児期・児童期・青年期・壮年期・老齢期など人間が誕生してから亡くなるまで

の生活史上における年代別の各段階のことです。 

◇レスパイト（Respite）  

障害者や高齢者のいる家族が介護から解放される時間をつくり、疲労や共倒れなどを防止

するための支援のことです。 
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  目黒区障害福祉キャラクター「な ぽぽ」の名前の由来 

「菜の花のように伸びやかに、タンポポのように力強く」との思いが 

込められています。 

  


